
事 務 連 絡 

令和5年2月28日 

 

関 係 各 位  

北広島市保健福祉部高齢者支援課長  

 

新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の本市における臨時的な取扱いの 

変更について（その11） 

 

日頃より、本市介護保険制度の実施にご協力いただき厚くお礼申し上げます。 

このことについて、令和4年10月14日付厚生労働省老健局老人保健課事務連絡「新

型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の有効期間の取扱いについて」が発出され

たことから、本市における要介護認定の臨時的な取扱いは、下記のとおりといたしま

す。 

記 

１ 要介護更新申請の取扱いについて 

原則として、通常どおり更新認定を行います。 

２ 面会禁止措置等で、認定調査の受け入れができない場合などの取扱いについて 

令和6年3月31日までに有効期間満了日を迎える被保険者の更新申請のうち、下記の

ア）・イ）のいずれかに該当する場合に限り、従来の有効期間を延長する臨時的な取

扱いを行うことを可能とします。 

ア）介護保険施設や病院等の入所（入院）施設において、新型コロナウイルス感染

症の感染防止のため、面会禁止等の措置が取られ、認定調査の受け入れが困難で

ある。 

イ）新型コロナウイルス感染症に関し、上記ア）以外に、面会が困難で認定調査の

受け入れができない、やむを得ない理由がある。 

 上記に該当する場合は、面会が困難であるやむを得ない理由などを、具体的に要介

護認定申請書の裏面に記入して申請してください。 

なお、本市において、対面による認定調査が可能と判断した場合は、通常の更新申

請として取扱う場合がありますので、予めご了承ください。 

また、有効期間の延長期間はつぎのとおりとします。 

① 臨時的な取扱いによる延長が初めての方  …… 12か月 

② 臨時的な取扱いによる延長が2回目以降の方…… 8か月 



※延長した有効期間の満了前であっても、心身の状態が変化したなどの場合は、区 

分変更の申請を行うことができます。また、更新申請は延長した有効期間満了６０ 

日前から行うことができます。 

※ 本市における臨時的な取扱いを変更する場合は、改めて公式ホームページなどでご

連絡いたします。 

※ 新規申請及び区分変更申請については、認定調査を実施し、介護認定審査会におい

て審査判定を行います。 

※ 本件につき、ご不明な点がございましたら下記担当までご相談ください。 

 

【厚生労働省老健局老人保健課 事務連絡】 

・令和 2年２月 18 日「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて」 

・令和 2年２月 28 日「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて（その 2）」 

・令和 2年 3月 13日「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて（その 3）」 

・令和 2年 4月 7日「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて（その 4）」 

・令和 4年 10月 14日「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の有効期間の取扱いについて」 

 

 

 

 

北広島市保健福祉部高齢者支援課  

認定・保険料担当 布施      

電話番号 011-372-3311（2174） 


